
富山県内の公共職業能力開発施設の設置科の比較 
 

 

 

公共職業能力開発施設配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■富山県 

施    設    名 施    設    情    報 対  象  者 役 割 

富山県技術専門学院 

本校 

〒930-0916  富山市向新庄町一丁目 14-48 

Tel(076)451-8802    Fax(076)451-8842 

http://www.gisen-toyama.ac.jp 

・離職者（求職者） 

・学卒者 

・在職者 主に 

地域の訓練ニーズ 

に対応した職業訓練 
 

富山県技術専門学院 

新川センター 

〒938-0031  黒部市三日市 10 

Tel(0765)52-0251    Fax(0765)52-0263 

・離職者（求職者） 

・在職者 

 
富山県技術専門学院 

砺波センター 

〒939-1532  南砺市寺家 301-1 

Tel(0763)22-3152    Fax(0763)22-6310 

・離職者（求職者） 

・在職者 

 

■独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 

施    設    名 施    設    情    報 対  象  者 役 割 

富山職業能力開発促進センター 

【ポリテクセンター富山】 

〒933-0982  高岡市八ヶ 55 

Tel(0766)22-2738    Fax(0766)23-6445 

https://www3.jeed.go.jp/toyama/poly/ 

・離職者（求職者） 

・在職者 主に 

高度なものづくり分野 

に対応した職業訓練 北陸職業能力開発大学校 

【北陸ポリテクカレッジ】 

〒937-0856  魚津市川縁 1289-1 

Tel(0765)24-5552    Fax(0765)24-4770 

http://www3.jeed.go.jp/toyama/college/ 

・学卒者 

・在職者 

 

 

 

 

職業訓練の訓練課程 

職業訓練の訓練課程は、「職業能力開発促進法」及び「職業能力開発促進法施行規則」により、次表のとおり定められ

ています。 

種

類 
訓練課程 

訓練期間 

（総訓練時間） 
対象者 

県 内 施 設 

（○県立  ■機構立） 
概      要 

普

通

職

業

訓

練 

普通課程 

2年［～4 年］※1 

（2,800時間以上※2） 

中学校 

卒業者※3 
○富山県技術専門学院 

・普通訓練課（本校） 

《高卒 2年訓練を実施》 

将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労

働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに

関する知識の習得を目的とした長期間の課程 
1年［～4 年］※1 

（1,400時間以上※2） 

高等学校 

卒業者※3 

短期課程 
6ヶ月以下［～1 年］※1 

（12時間以上） 

離職者等 

■富山職業能力開発促進センター 

【ポリテクセンター富山】 

職業に必要な技能（高度の技能を除く。）及びこ

れに関する知識の習得を目的とした短期間の課程 

○富山県技術専門学院 

・短期訓練課、企画管理課（本校） 

・新川センター（分校） 

・砺波センター（分校） 

在職者等 

高

度

職

業

訓

練 

専門課程 
2年［～3 年］※1 

（2,800時間以上※2） 

高等学校 

卒業者※3 

■北陸職業能力開発大学校 

【北陸ポリテクカレッジ】 

将来職業に必要な高度の技能（専門的かつ応用的

な技能を除く。）及びこれに関する知識を有する

労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれ

に関する知識の習得を目的とした長期間の課程 

応用課程 
2年［～4 年］※1 

（2,800時間以上※2） 

専門課程 

修了者※3 

将来職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的

なもの及びこれに関する知識を有する労働者とな

るために必要な基礎的な技能及びこれに関する知

識の習得を目的とした長期間の課程 

専  門 

短期課程 

6ヶ月以下［～1 年］※1 

（12時間以上） 

在職者等 

職業に必要な高度の技能（専門的かつ応用的な技

能を除く。）及びこれに関する知識の習得を目的

とした短期間の課程 

■富山職業能力開発促進センター 

【ポリテクセンター富山】 

応  用 

短期課程 

1年以下 

（60時間以上） 
《県内に実施施設なし》 

職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なも

の及びこれに関する知識の習得を目的とした短期

間の課程 

※1 ［～○年］の期間内で運用することができる。                               （職業能力開発促進法施行規則第 10～15条） 

※2 1年につき概ね 1,400時間 

※3 これと同等以上の学力を有すると認められる方を含む 

 

 

 

 

 

１ 

資料２ 



 

学卒者訓練 

 

対象：高等学校卒業者（または、これと同等以上の学力を有すると認められる方） 

 

 

■富山県（施設内訓練） 

職業能力開発施設名 
課

程 
訓 練 科 名 定   員 

訓練 

期間 
入校時期 

富山県技術専門学院 普

通

課

程 

自動車整備科 20 (40) 

2年 4月 〒930-0916 富山市向新庄町一丁目 14-48 メカトロニクス科 20 (40) 

Tel(076)451-8840  /  Fax(076)451-8842 電子情報科 20 (40) 

http://www.gisen-toyama.ac.jp/ 合  計（普通課程） 60 (120)   

（    ）内の数字は年間延べ定員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象：専門課程は、高等学校卒業者（または、これと同等以上の学力を有すると認められる方） 

応用課程は、専門課程修了者（または、これと同等以上の学力を有すると認められる方） 

 

■独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構（施設内訓練） 

職業能力開発施設名 
課

程 
訓 練 科 名 定   員 

訓練 

期間 
入校時期 

北陸職業能力開発大学校 専

門

課

程 

生産技術科 30 (60) 

2年 4月 【北陸ポリテクカレッジ】 電気エネルギー制御科 30 (60) 

〒937-0856 電子情報技術科 30 (60) 

魚津市川縁 1289-1 合  計（専門課程） 90 (180)   

Tel(0765)24-2205 / Fax(0765)24-4770 

応

用

課

程 

生産機械システム技術科 25 (50) 

2年 4月 http://www3.jeed.go.jp/toyama/college/ 生産電気システム技術科 20 (40) 

 生産電子情報システム技術科 25 (50) 

 合  計（応用課程） 70 (140)   

 

※うち生産ロボットシステムコース 

上記 3科より各 5名が選抜される 
15 (30)  

H30より 

開講 

（    ）内の数字は年間延べ定員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 

・機構は、専門課程（２年）に加え応用課程（２年）を設置し、より高度な訓練に対応する。 

学卒者訓練の比較 



 

離職者訓練 

 

対象：主に雇用保険（＝失業給付）を受給できる求職者 

 

■富山県（施設内訓練） 

職業能力開発施設名 
課

程 
訓 練 科 名 定   員 

訓練 

期間 
入校時期 

富山県技術専門学院  本校 

短

期

課

程 

金属加工科（企業実習付） 10 (10) 1年 4月 

〒930-0916 富山市向新庄町一丁目 14-48 金属ものづくり基礎科 10 (20) 6ヶ月 4,10月 

Tel(076)451-3504・8803 造園管理科 20 (40) 6ヶ月 9,3月 

Fax(076)451-8842 環境エネルギー設備科（企業実習付コース） 10 (10) 1年 3月 

http://www.gisen-toyama.ac.jp/ （配管・電気コース） 10 (10) 6ヶ月 3月 

 （配管・制御コース） 10 (10) 6ヶ月 9月 

 木材加工科（企業実習付コース） 10 (10) 1年 7月 

 （一般コース） 10 (20) 6ヶ月 7,1月 

 ＯＡ事務科（販売実務コース） 20 (20) 4ヶ月 4月 

 （経理実践コース） 20 (20) 4ヶ月 9月 

 （パソコン活用コース）（短期間） 20 (20) 2ヶ月 2月 

 小計（本校  短期課程）  (190)   

 新川センター 

短

期

課

程 

エコ住宅リフォーム科（企業実習付コース） 10 (10) 1年 4月 

 〒938-0031 黒部市三日市 10 （一般コース） 10 (20) 6ヶ月 4,10月 

 Tel(0765)52-0251 ビジネス実務科（パソコン・経理コース） 20 (40) 4ヶ月 4,12月 

 Fax(0765)52-0263 （会計実務コース）（短期間） 10 (10) 2ヶ月 9月 

  介護サービス科 20 (20) 2ヶ月 10月 

  小計（新川センター  短期課程）  (100)   

 砺波センター 短

期

課

程 

パソコン事務科 10 (20) 4ヶ月 4,11月 

 〒939-1532 南砺市寺家 301-1 簿記・会計科（短期間） 10 (10) 2ヶ月 9月 

 Tel(0763)22-3152 介護サービス科 20 (20) 2ヶ月 9月 

 Fax(0763)22-6310 小計（砺波センター  短期課程）  (50)   

  合  計（富山県技術専門学院  短期課程）  (340)   

                                          （    ）内の数字は年間延べ定員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象：主に雇用保険（＝失業給付）を受給できる求職者 

 

■独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構（施設内訓練） 

職業能力開発施設名 
課

程 
訓 練 科 名 定   員 

訓練 

期間 
入校時期 

富山職業能力開発促進センター 

短

期

課

程 

ＣＡＤ／ＣＡＭ技術科（導入講習付） ※ 10 (30) 7ヶ月 7,10,1月 

【ポリテクセンター富山】 ＣＡＤ／ＣＡＭ技術科 10 (40) 6ヶ月 4,8,10,2月 

〒933-0982 

ものづくり機械加工科（若年者コース企業実習

付） 
12 (24) 6ヶ月 8,2月 

高岡市八ヶ 55 ＣＡＤ／ＮＣ技術科 12 (24) 6ヶ月 4,10月 

Tel(0766)22-2738 テクニカルメタルワーク科 10 (40) 6ヶ月 5,9,11,3月 

Fax(0766)23-6445 電気設備技術科 15 (45) 6ヶ月 4,8,10月 

http://www3.jeed.go.jp/toyama/poly/ 電気設備技術科（若年者コース職場体験付) 12 (12) 7ヶ月 2月 

 IoT生産システム科（導入講習付） 20 (40) 7ヶ月 4,10月 

 組込みソフトウェア科 18 (36) 6ヶ月 8,2月 

 合  計（短期課程）  (291)   

                                          （    ）内の数字は年間延べ定員 

※ ＣＡＤ／ＣＡＭ技術科(10名)は約 1ヶ月前に開講する導入講習付コースの受講生と合わせて 20名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

託児 

託児 

託児 

託児 

３ 

・事務系、介護福祉系の設置は県のみ。 

・県のものづくり系において、訓練期間１年のコースがある。 

・入校時期の設定について、機構は年３～４回の科がある。 

施設内訓練の比較 



委託訓練（離職者対象） 

 

対象：主に雇用保険（＝失業給付）を受給できる求職者 

 

 

■富山県が実施している委託訓練 

課

程 
訓 練 科 名 定  員 訓練期間 

入校時期 

【目標】 

担当及び 

実施場所 

短

期

課

程 

知識等習得コース    

 

 

 

・ 6～9月（前期開講） 

・10～3月（後期開講） 

 

 

コースにより異なります。 

 

 

【目標】早期再就職 

民間教育 

訓練機関 

【情報系】ＩＴ実践科 20  6ヶ月 

【介護系】介護職員（初任者）養成科 

介護職員（実務者）養成科 
100 [50] 3～6ヶ月 

【事務系】医療・調剤事務、会計事務  他 202 [50] 3～4ヶ月 

【サービス系】観光サービス・プランニング科 

ファイナンシャル・プランナー科 

調理スタッフ科  他 

180 [20] 3～4ヶ月 

【建設系】総合オペレーター科 10  2ヶ月 

【その他】企業立地人材育成支援コース 10  2ヶ月 

小計（知識等習得コース） 522 [120]  

※うち実務に役立つＩＴ活用力習得コース 

ＯＡ・販売事務科（ＩＴ活用）  他 
35  4ヶ月 

※うち育児等との両立支援コース 

ＯＡ活用科（短時間訓練）  他 
30  3ヶ月 

※うち企業実習付コース 

ビジネス事務科（企業実習付）  他 
80 [20] 4ヶ月 

普

通

課

程 

長期高度人材育成コース    

4月 

 

【目標】国家資格等の高い

職業能力の習得による正社

員就職 

専門学校 

・ 

短期大学 

【情報系】情報システム科 [1校] 8 [ 3] 

2年 

【介護系】介護福祉士養成科 [4校] 32 [14] 

【事務系】総合医療事務科 [1校] 8 [ 5] 

【サービス系】保育士養成科 

美容師養成科 

ホテル・ブライダル科 

[2校] 

[2校] 

[1校] 

15 

20 

8 

[14] 

[ 5] 

 

【サービス系】精神保健福祉士養成科 [1校] 8  1年 

小計（長期高度人材育成コース） 99 [41]  

合計（委託訓練） 621 [161]    

                                  [    ]内の数字は前年度からの繰り越し分で外数 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象：主に雇用保険（＝失業給付）を受給できない求職者 

  ※一定要件を満たせば、訓練期間中月 10 万円の「職業訓練受講給付金」が受給可能 

 

■独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構実施している求職者支援訓練*1 

訓 練 科 名 定員 訓練期間 
担当及び 

実施場所 

基礎コース 110 

2～6ヶ月 
民間教育 

訓練機関 

うち基礎的ＩＴ（地域ニーズ枠） 10 

実践コース 170 

情報系 10 

介護系 13 

医療事務系 10 

営業・販売・事務 

デザイン 

調理 

建築 

理美容      など 

137 

合               計 280 －  

 

  *1：求職者支援訓練とは、雇用保険を受給できない求職者などを対象として、民間訓練機関が厚生労働大臣の 

認定を受けた職業訓練を実施します。多くの職種に共通する基本的能力を習得するための「基礎コース」と、 

基本的能力と特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得するための「実践コース」があります。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

託児 

託児 

・機構は、主対象者を「雇用保険受給資格の無い求職者」としている。 

・長期高度人材育成コース（２年・１年）の設置は県のみ。 

・デザイン、理美容（2～6 ヵ月）は機構のみ。 

委託訓練の比較 

 

４ 



 

障害者訓練 

対象：障害のある方 

 

■富山県が実施している障害者訓練（委託訓練） 

コース名 

訓練科名 
対象者詳細 定   員 

訓練 

期間 

入校 

時期 

担当及び 

実施場所 

知識・技能習得コース 

・ビジネスワーク科 障害のある方で、就業意欲が

高くハローワークの受講指

示・支援指示もしくは受講推

薦が受けられる方 

10 

（集合形式） 
(20) 3ヶ月 6,9月 

民間教育 

訓練機関 

実践能力習得コース 

・環境保全科 

・事務補助科 

・製造作業科  など 
1～数名 

（個別対応） 

(20) 
1ヶ月～ 

3ヶ月 
随  時 

事 業 所 
特別支援学校早期訓練コース 

・環境保全科 

・製造作業科 

・介護補助科   など 

特別支援学校高等部や高等学

校に在籍する障害のある生徒

のうち、10月時点で就職先が

内定しておらず、翌年 3月卒

業予定の就職希望の方 

(10) 
2週間～ 

1ヶ月程度 

11月以降 

随  時 

合               計  (50)    

                                         （    ）内の数字は年間延べ定員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構実施している障害者訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当なし 

５ 

・機構は、訓練コースの設定なし。 

・機構は、「富山障害者職業センター」を設置し、関係機関との連携により障害者雇用に係る支援・

サービスを提供している。 

障害者訓練の比較 


